
子 ど も 手 当児　童　手　当

中学校修了前まで小学校修了前まで支給対象

１人13,000円（一律）

・３歳未満…１人１０,０００円

・３歳以上…第１子・第２

子１人５,０００円、第３子

以降１人１０,０００円

支 給 額

（月額）

児童手当の場合と同じ毎年２月、６月、１０月支 給 月

なしあり所得制限

　
４
月
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
「
児
童
手
当
」
に
代
わ
り
、「
子
ど
も
手

当
」
を
支
給
す
る
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。
次
代
の
社
会
を
担
う
子
供

の
育
ち
を
社
会
全
体
で
支
援
す
る
た
め
創
設
さ
れ
た
も
の
で
、
対
象
者

や
支
給
月
額
が
児
童
手
当
に
比
べ
拡
大
さ
れ
ま
す
。

給
す
る
も
の
で
す
。
所
得
制
限
は
無

く
、
こ
れ
ま
で
所
得
制
限
に
よ
り
児

童
手
当
を
受
給
し
て
い
な
か
っ
た
方

に
も
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

◇
支
給
対
象
　
０
歳
～
中
学
校
修
了

前
（
　
歳
で
最
初
に
３
月
を
迎
え

１５

る
ま
で
）
の
子
供

◇
受
給
者
　
町
内
に
住
所
が
あ
り
、

支
給
対
象
と
な
る
子
供
を
養
育
し

て
い
る
人

◇
支
給
金
額
　
対
象
と
な
る
子
供
１

人
に
つ
き
月
額
１
万
３
千
円

◇
本
年
度
分
の
支
給
月

・
４
月
～
５
月
分
…
６
月

・
６
月
～
９
月
分
…
　
月
１０

・
　
月
～
来
年
１
月
分
…
来
年
２
月

１０
・
来
年
２
～
３
月
分
…
来
年
６
月

※
手
続
き
の
必
要
な
人
が
６
月
に
支

給
を
受
け
る
た
め
に
は
、
５
月
　１４

日
ま
で
に
請
求
が
必
要
で
す
。
そ

れ
以
降
に
請
求
し
た
方
は
、
次
回

（
　
月
）
の
支
給
と
な
り
ま
す
。

１０

　
こ
れ
ま
で
児
童
手
当
を
受
給
し
て

い
た
方
は
原
則
と
し
て
手
続
き
は
不

要
で
す
が
、
児
童
手
当
を
受
給
し
て

い
な
い
、
ま
た
は
中
学
２
・
３
年
生

の
お
子
さ
ん
が
い
る
方
は
請
求
手
続

き
が
必
要
で
す
（
下
表
）。

　
対
象
者
に
は
４
月
中
旬
に
請
求
書

類
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
期
限
ま
で

に
請
求
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

手
続
き
が
遅
れ
る
と
、
請
求
し
た
月

ま
で
の
手
当
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

四
手
続
き
が
不
要
な
人

　
児
童
手
当
を
受
け
て
い
る
人
の
う

ち
、
中
学
２
・
３
年
生
の
子
供
が
い

な
い
人

※
従
来
ど
お
り
、
６
月
に
は
現
況
届

を
提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

四
手
続
き
が
必
要
な
人

①
児
童
手
当
を
受
け
て
い
な
い
人

②
児
童
手
当
を
受
け
て
い
る
人
の
う

ち
、
中
学
２
・
３
年
生
の
子
供
が

い
る
人

▽
手
続
き
方
法
　
請
求
書
類
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
町
民
課
（
１
番

窓
口
）
ま
た
は
役
場
各
支
所
へ
提

　「
子
ど
も
手
当
」
は
、
中
学
校
修

了
前
の
お
子
さ
ん
を
対
象
に
、
１

人
に
つ
き
月
額
１
万
３
千
円
を
支

「
子
ど
も
手
当
」
が
始
ま
り
ま
す

中
学
生
以
下
の
お
子
さ
ん
が
対
象
で
す

◆児童手当と子ども手当の比較

出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
公
務
員
の
場
合
は
勤
務
先
で
支
給

さ
れ
ま
す
。
勤
務
先
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
持
参
す
る
物
　
▼
請
求
者
の
印
鑑

▼
請
求
者
の
健
康
保
険
証
の
写
し

ま
た
は
厚
生
年
金
等
の
加
入
証
明

書
（
厚
生
年
金
・
共
済
年
金
加
入

者
の
み
）
▼
請
求
者
名
義
の
預
金

通
帳
の
表
紙
の
コ
ピ
ー

※
別
居
し
て
い
る
お
子
さ
ん
が
い
る

方
は
別
に
証
明
書
類
が
必
要
と
な

り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

▽
請
求
期
限
　
９
月
　
日
（
木
）

３０

◆
問
い
合
わ
せ
　
町
町
民
課
子
ど
も

手
当
担
当（
察
　－

３
１
１
１
内

８２

線
１
２
２
）
へ
ど
う
ぞ
。

手
当
を
受
給
す
る
に
は

必要な手続き区　　　　　分

「認定請求書」を提

出してください。
昨年度児童手当を受けていない方

「額改定認定請求

書」を提出してく

ださい。

中学２・３年生の

お子さんがいる
昨年度児童手当

を受けている方

手続きは不要です。
中学２・３年生の

お子さんがいない

◆子ども手当創設に伴う手続き


